
鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則 

平成２０年７月１８日 

規則第７号 

 

（目的） 

第１条 この規則は、法令、条例及び他の規則に別段の定めがあるもののほか、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第２３２条の２の規定

による補助金等について、交付の申請、決定、使用等に関し、必要な事項を定め、補助

金等に係る予算執行の適正を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 補助金等 広域連合が広域連合以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 

ア 補助金 

イ 利子補給金 

ウ 事業共催の場合の分担金及び負担金（国及び他の地方公共団体並びに広域連合が

構成員となる団体に対するものその他広域連合長が指定したものを除く。） 

エ その他相当の反対給付を受けない給付金 

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。 

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。 

(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。 

ア 広域連合以外の者がその者以外の者に対して、相当の反対給付を受けないで交付

する給付金のうち、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、

当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの。 

イ 第 1号イの利子補給金の交付を受ける者が、当該利子補給金の交付目的に従って、

利子を軽減して融通する資金 

(5) 間接補助事業等 前号アの給付金の交付又は同号イの資金の融通の対象となる事務

又は事業をいう。 

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。 

（交付対象等） 

第３条 補助金等は、広域連合長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対

し、予算の範囲内において、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。 

２ 前項に規定する補助金等の交付を行う場合は、補助金等に係る適正な予算執行を確保

するため、法令、条例、他の規則及びこの規則（以下「法令等」という。）の規定に違

反しない範囲内において、あらかじめ補助金等の交付に関する必要な基準（以下「補助

金等交付基準」という。）を定め、それぞれ補助金等を所管する課に備え置き、公表し

なければならない。ただし、広域連合長が別に定める補助金等については、この限りで

ない。 

３ 補助金等交付基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 補助金等の名称及び交付の目的 



(2) 補助金等の交付を受けることができる者 

(3) 補助事業等の内容 

(4) 補助金等の交付額又はその算定方法 

(5) 補助金等が間接補助事業等に係るものである場合にあっては、間接補助事業者等、

間接補助事業等の内容及び間接補助金等の額に関する事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金等に係る適正な予算執行を確保するために必要

な事項 

（交付の申請） 

第４条 補助金等の交付を受けようとする者（以下「申請人」という。）は、補助金等交

付申請書（様式第 1号）に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならな

い。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類 

(3) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事（以下「建

設工事」という。）を伴うものにあっては、実施設計書 

(4) その他広域連合長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第５条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等

及び予算に定めるところに違反しないかどうか、補助金等交付基準に適合するかどうか、

補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等

を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定

するものとする。 

２ 広域連合長は、前項の場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要が

あると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をす

ることができる。この場合においては、当該申請に係る補助事業等又は間接補助事業等

の遂行が不当に困難とならないようにしなければならない。 

（交付の条件等） 

第６条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等又は補助金等

交付基準及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要な指示又は条件

を付するものとする。 

２ 広域連合長は、広域連合に交付された国又は県の補助金等を財源の全部又は一部とし、

かつ、当該国又は県の補助金等の交付の目的に従って、この規則により補助金等を交付

する場合において、当該国又は県の補助金等に関し条件を付されたときは、これと同一

の条件を付すものとする。 

３ 間接補助事業等に係る補助事業者等は、当該間接補助事業者等に対し、広域連合長が

別に定める条件を付さなければならない。 

４ 前３項の規定により付する指示又は条件は、公正なものでなければならず、必要な限

度を超えて、不当に補助事業者等又は間接補助事業者等に干渉するものであってはなら

ない。 



（交付決定の通知） 

第７条 広域連合長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請人に対し、補助金等交

付決定通知書（様式第２号。以下「交付決定通知書」という。）を交付するものとする。 

２ 前条の規定により指示又は条件を付したときは、交付決定通知書に記載しなければな

らない。 

３ 広域連合長は、第５条第１項の調査の結果により補助金等を交付することができない

と認めたときは、申請人に対し、補助金等を交付しない旨及びその理由を通知するもの

とする。 

（交付の内示） 

第８条 広域連合長は、やむを得ない事由により早期に補助金等の交付の決定をすること

が困難な場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたとき

は、補助金等の交付見込額を補助事業者等に内示することができる。この場合において

は、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。 

(1) その交付見込額は、交付の決定において変更されることがあること。 

(2) その交付見込額は、交付されないことがあること。 

２ 前３条（前条第３項を除く。）の規定は前項の規定による内示（以下「交付内示」と

いう。）をする場合について、第１６条（第３項を除く。）の規定は交付内示の取消し

について準用する。 

（申請の取下げ） 

第９条 申請人は、交付決定通知書の交付を受けた場合において、当該交付決定通知書に

係る決定内容又はこれに付された条件若しくは指示（以下「決定内容等」という。）に

不服があるときは、当該交付決定通知書を受け取った日から２０日（補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）の規定が適用される補助

金等にあっては、同法第９条第１項に規定する各省各庁の長が定める期日とする。）以

内に、文書をもって申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決

定は、なかったものとみなす。 

（補助事業等の変更等） 

第１０条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定（交付の決定前にあっては交付内示と

し、この項の規定による承認を受けた場合にあっては変更後のものとする。以下同じ。）

に係る補助事業等の内容、経費の配分その他の事項の変更（広域連合長が別に定める軽

微な変更に係るものを除く。）をしようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは

廃止しようとするときは、補助事業等変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を

広域連合長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。 

２ 第５条から第７条までの規定は、前項の承認をする場合について準用する。 

（遂行等の指示） 

第１１条 広域連合長は、次のいずれかに該当するときは、補助事業者等に対し、必要な

措置をとるよう指示することができる。 

(1) 補助事業等又は間接補助事業等が、決定内容等に従って遂行されていないと認める

とき。 



(2) その他補助金等の交付の目的を達成することが困難であると認めるとき。 

２ 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を広域連合

長に報告し、その指示を受けなければならない。 

(1) 補助事業等又は間接補助事業等が予定の期間内に完了しないことが明らかになった

とき。 

(2) その他決定内容等に従って補助事業等又は間接補助事業等を遂行することが困難に

なったとき。 

（着手届及び完了届） 

第１２条 補助事業者等は、補助事業等に着手したときは、補助事業等着手届（様式第４

号）を広域連合長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する

ときは、この限りでない。 

(1) 補助事業等が、着手後１か月以内に完了すると見込まれる場合 

(2) 補助事業等が、主として、定型的な事務費、法令の規定により支出が義務付けられ

ている経費その他の定例的な経費の支出に係るものである場合 

(3) その他広域連合長が別に定める場合 

２ 補助事業者等は、次に掲げる補助事業等が完了したときは、補助事業等完了届（様式

第５号）を広域連合長に提出しなければならない。 

(1) 建設工事を伴うもの 

(2) その他広域連合長が別に定めるもの 

（補助金等の請求） 

第１３条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付する。

ただし、広域連合長は、補助事業等又は間接補助事業等の遂行上必要があると認めると

きは、補助金等の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

２ 広域連合長は、前項ただし書の規定により概算払により補助金等の支払をするときは、

あらかじめ補助金等概算払通知書（様式第６号）により、補助事業者等に通知するもの

とする。 

３ 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書

（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。 

(1) 交付決定通知書又は第１５条の補助金等交付額確定通知書の写し 

(2) 概算払による交付の請求の場合にあっては、前項の補助金等概算払通知書 

(3) その他広域連合長が必要と認める書類 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者等は、補助事業等（補助金等が間接補助金等に係るものである場合

にあっては、間接補助事業等。以下この条において同じ。）が完了したとき（補助事業

等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）は、補助事業等の成果を記載した補助

事業等実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなけれ

ばならない。ただし、広域連合長が指定する補助事業等については、この限りでない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書又はこれに準ずる書類 

(3) 補助事業等の経過又は成果を証する書類、写真等 



(4) その他広域連合長が必要と認める書類 

（補助金等の額の確定） 

第１５条 広域連合長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審査

し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等又は間接補助事業等が決定内容等に従

って遂行されていると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付

額確定通知書（様式第９号）により、当該補助事業者等へ通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 広域連合長は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。 

(3) 第２０条（同条ただし書に規定する場合を除く。）の規定に違反したとき。 

(4) 国又は県の補助金等を財源の全部又は一部とする補助金等の当該国又は県の補助金

等の交付の決定が取り消されたとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、法令等若しくは決定内容等に違反

したとき又は広域連合長の指示に従わなかったとき。 

(6) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の

全部若しくは一部を遂行することができなくなり、又は遂行する必要がなくなったと

き。 

２ 広域連合長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補

助事業等に関して法令等に違反したときは、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

３ 前２項の規定は、第１５条の規定による補助金等交付額確定通知を行った後にも適用

があるものとする。 

４ 広域連合長は、第１項又は第２項の規定により補助金等の交付の決定を取り消したと

きは、補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。 

（補助金等の返還） 

第１７条 広域連合長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてそ

の返還を命ずるものとする。 

２ 広域連合長は、第１５条の規定により補助金等交付額確定通知を行った場合において、

当該通知に係る額を超える補助金等を既に支払っているときは、期限を定めて、その超

える額の返還を命ずるものとする。 

３ 広域連合長は、前２項の規定により補助金等の返還を命ずるときは、補助金等返還命

令書（様式第１０号）により、当該補助事業者等へ通知するものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第１８条 広域連合長は、第１６条第１項（第４号及び第６号を除く。）又は第２項の規

定による補助金等の交付の決定の取消しに基づき、前条第１項の規定により補助金等の

返還を命じたときは、当該返還を命じた補助事業者等に対して、当該補助事業者等がそ

の命令に係る補助金等を最後に受領した日から返還を命じた額の納付を完了した日まで



の日数に応じ、当該返還を命じた額（その一部を納付した場合におけるその後の期間に

ついては、既に納付した額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算

した加算金を徴収することができる。 

２ 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったと

きは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５

パーセントの割合で計算した延滞金を広域連合に納付しなければならない。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第１９条 広域連合長は、補助事業者等が第１７条の規定による返還命令額又は前条の規

定による加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対

して、他に交付すべき補助金等があるときは、その交付を一時停止し、又は当該補助金

等とその納付していない額とを相殺することができる。 

（財産の処分制限） 

第２０条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財

産を、広域連合長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業等の交付の目的及

び当該財産の耐用年数を勘案して広域連合長が定める期間を経過した場合は、この限り

でない。 

(1) 不動産 

(2) 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック 

(3) 前２号に掲げるものの従物 

(4) 器械及び重要な器具で、広域連合長が定めるもの 

(5) その他広域連合長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認める

もの 

（帳簿の備付け） 

第２１条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、書類等

を整備し、これらの書類等を当該補助事業等が完了した年度の翌年度から起算して５年

間保存しておかなければならない。 

（検査等） 

第２２条 広域連合長は、第１２条第２項の規定により補助事業等完了届の提出があった

とき又は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者

等に補助事業等に関する報告を求め、又は広域連合長の命じた職員（以下「検査員」と

いう。）をして当該補助事業等に係る帳簿、書類その他の物件を検査させることができ

る。 

２ 検査員は、検査を行ったときは、調書を作成し、検査結果を広域連合長に復命しなけ

ればならない。 

３ 広域連合長は、検査の結果、補助事業等が決定内容等に従って遂行されていないと認

めるときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。 

４ 第１項の規定による検査は、犯罪捜査のため行われたものと解してはならない。 

（委任） 

第２３条 この規則に定めのない事項については、広域連合長が別に定める。 



附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２０年度分の補助金等から適用する。 

 



様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

  

   鳥取県後期高齢者医療広域連合長 様 

  

住所  
申請人 

氏名  

                

 

補助金等交付申請書 

  

      年度において、下記のとおり          の交付を受けたいので、

鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則第４条の規定により申請します。 

  

記 

１ 補助事業等の名称  

２ 補助金(負担金)交付申請額  

３ 添付書類  

 (1) 事業計画書  

 (2) 収支予算書  

 (3)  

 (4)  

   

  



様式第２号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

  

 
住所  

申請人 
氏名  様 

  

鳥取県後期高齢者医療広域連合長        印 

  

補助金等交付決定通知書 

  

      年  月  日付けで申請のありました          の交付につい

ては、下記のとおり決定しましたので、鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則

第７条第１項の規定により通知します。 

記 

１ 補助事業等の名称  

２ 交付金額  

３ 交付条件  

４ 交付に係る指示  

 



様式第３号（第１０条関係） 

年  月  日   

  鳥取県後期高齢者医療広域連合長 様 

 

住所  
申請人 

氏名  

    

補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書 

  

      年  月  日付け第  号をもって交付決定(交付内示)のあった下記の事

業について、下記のとおり変更(中止・廃止)したいので、鳥取県後期高齢者医療広域連合

補助金等交付規則第１０条第１項の規定により申請します。 

記 

１ 補助事業の名称  

２ 変更(中止・廃止)の内容  

３ 変更(中止・廃止)の理由  

４ 変更(中止・廃止)予定年月日  

５ 添付書類  

  

  

  

http://www.city.tottori.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/word/202090031.doc


様式第４号（第１２条関係） 

年  月  日 

  

   鳥取県後期高齢者医療広域連合長 様 

  

住所  
申請人 

氏名  

    

補助事業等着手届 

  

      年  月  日付け第  号をもって交付決定(交付内示)のあった下記の事

業に着手したので、鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則第１２条第１項の規

定により届け出ます。 

  

記 

１ 補助事業等の名称  

２ 着手年月日  

３ 完了予定年月日  

４ 事業等実施方法(直営、請負、委託等の別その他参考事項) 



様式第５号（第１２条関係） 

年  月  日 

   鳥取県後期高齢者医療広域連合長 様 

  

住所  
申請人 

氏名  

    

  

補助事業等完了届 

      年  月  日付け第  号をもって交付決定(交付内示)のあった下記の事

業を完了したので鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則第１２条第２項の規定

により届け出ます。 

記 

１ 補助事業等の名称  

２ 着手年月日  

３ 完了年月日  

４ 事業等実施方法(直営、請負、委託等の別その他参考事項) 

 



様式第６号（第１３条関係） 

第     号  

年  月  日  

 
住所  

申請人 
氏名   様 

 

鳥取県後期高齢者医療広域連合長          印  

  

補助金等概算払通知書 

      年  月  日第  号で交付決定を行った補助事業等については、下記の

とおり概算払を行いますので、鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則第１３条

第２項の規定により通知します。 

記 

１ 補助事業等の名称  

２ 補助金等の交付決定額  

３ 補助金等の概算払額  

 第  回   年    月          円

 第  回   年    月          円

 第  回   年    月          円

 計           円

 



様式第７号（第１３条関係） 

補助金等交付請求書 

一金            円 

  これは、  年  月  日付け第  号をもって、交付決定のあった補助金(負担金) 

交付決定額 円

交付確定額 円

既受領額 円内

訳 未受領額 円

完了払・概算払の別 完了払  概算払(第 回・精算) 

  上記のとおり請求します。 

        年  月  日 

   鳥取県後期高齢者医療広域連合長 様 

住所  

氏名 印

 

  



様式第８号（第１４条関係） 

年  月  日 

   鳥取県後期高齢者医療広域連合長 様  

          
住所  

補助事業者等 
氏名    

 

補助事業等実績報告書 

      年  月  日付け第  号をもって、交付決定のありました(補助事業等の

名称)の実績について、鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則第１４条の規定に

より下記のとおり報告します。 

記 

１ 補助事業等の施行場所  

２ 補助事業等の実施期間  

３ 補助事業等の実施方法  

４ 補助金等の交付決定額とその精算額  

５ 添付書類  

 (1) 事業報告書 

 (2) 収支決算書 

 (3) 補助事業等の経過又は成果を証する書類、写真等 

 (4) 

 (5) 

 



様式第９号（第１５条関係） 

第     号  

年  月  日  

住所  

氏名  様

鳥取県後期高齢者医療広域連合長          印  

  

補助金等交付額確定通知書 

      年  月  日第  号で交付決定を行った補助事業等については、下記の

とおり補助金等の額を確定したので、鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則第

１５条の規定により通知します。 

記 

１ 補助事業等の名称  

２ 補助金等の交付決定額 

３ 補助金等の交付確定額 

４ 補助金等の額を変更して確定した理由  

 



様式第１０号（第１７条関係） 

 

補助金等返還命令書 

第     号  

年  月  日  

住所  

氏名  様

 

鳥取県後期高齢者医療広域連合長          印  

 鳥取県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則第１４条第１項(第２項)の規定により、

下記のとおり返還を命ずる。 

記 

１ 返還すべき額                 円

２ 返還期限   年  月  日まで 

３ 返還を命ずる理由  

４ 返還方法  

５ 年月日及び番号   年  月  日   第   号 

６ 補助金等の名称  

７ 補助年度        年度 

８ 補助事業等の名称  

９ 補助金等の交付決定通知額 円

１０ 補助金等の既交付額  

 年  月  日交付         円

 年  月  日交付         円

 年  月  日交付         円

 計         円

１１ 補助金等の交付確定額         円

 




